


鴨川市立国保病院運営協議会(令和６年８月２日) 資料１―１

○予算の概要

節 金額

1 事業収益 1,523,272 1,629 1,524,901

2　医業外収益 148,003 1,629 149,632

6　補助金 0 1,629 1,629 国庫補助金 1,086

県補助金 543

節 金額

1 事業費 1,523,272 1,629 1,524,901

1　医業費用 1,452,340 1,629 1,453,969

1　給与費 889,130 △ 6,825 882,305 給料 △ 4,860

　医師給 △ 4,860

手当等 △ 1,965

　医師手当等 △ 1,965

3　経費 244,631 5,754 250,385 旅費交通費 590

委託料 5,164

6　研究研修費 85,461 2,700 88,161 謝金 2,700

　

計款 項 目 既決予定額

項 目 既決予定額 　補正予定額 計

　補正予定額

※　1項　医業費用　1目　給与費の給料△4,860千円、手当等△1,965千円は、歯科医師の退職に伴う減額

※　1項　医業費用　3目　経費の旅費交通費590千円は非常勤歯科医師に係る旅費、委託料5,164千円は電子処方箋に係るシステム関
係の委託料等の増額

※　1項　医業費用　6目　研究研修費の謝金2,700千円は、歯科医師に対する謝金の増額

　　令和６年度鴨川市病院事業会計補正予算(第１号)の概要

令和６年度鴨川市病院事業会計補正予算(第１号)実施計画

収益的収入及び支出
(収　　　　　　　　　入)

(単位　千円)

　令和６年度鴨川市病院事業会計補正予算(第１号)は、収益的収入及び支出では、補助金の追加と、支出における給与費、経費及び研究研修費の補正
を行いたいもの。

(支　　　　　　　　　出)
(単位　千円)

説　　明

款

※　２項　医業外収益　６目 補助金の国庫補助金は電子処方箋管理サービス等関係補助金1,086千円、県補助金は千葉県医療提供体
制推進事業費補助金543千円

説　　明



議案第　号

第１条 令和６年度鴨川市病院事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

第２条 令和６年度鴨川市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科　　目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

第１款 事業収益 千円 千円 千円

第２項 医業外収益 千円 千円 千円

第１款 事業費 千円 千円 千円

第１項 医業費用 千円 千円 千円

第３条 予算第８条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

（科　　目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

（１） 職員給与費 千円 千円 千円

令和６年　月　日提出

鴨川市長　長谷川　孝夫

1,629

1,629

1,524,9011,523,272

収 入

1,524,901

1,629

148,003

1,523,272

149,632

支 出

令和６年度鴨川市病院事業会計補正予算（第１号）　　　　　

1,453,9691,452,340

886,810 △ 6,825 879,985

1,629
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（単位　千円）

１ 事業収益

２ 医業外収益

６

（単位　千円）

１ 事業費

１ 医業費用

１

３

６

5,754

研究研修費 2,700 88,161 謝金

旅費交通費

85,461

委託料

2,700

△ 1,965

給与費 889,130

医師給 △ 4,860

支 出

款 項 目 既決予定額 補正予定額

5,164

590

△ 1,965

149,632

1,452,340 1,629 1,453,969

給料 △ 4,860

１）令和６年度鴨川市病院事業会計補正予算（第１号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款 項 目
節 金額

既決予定額 補正予定額

148,003 1,629

1,523,272 1,629 1,524,901

計
説明

1,629 1,524,901

計
説明

節 金額

手当等

医師手当等

0 1,629

1,523,272

△ 6,825 882,305

経費 244,631 250,385

補助金 国庫補助金

県補助金

1,086

543

1,629



１ 業務活動によるキャッシュ・フロー 千円 千円 千円

当年度純利益（△は純損失）

減価償却費

引当金の増減額（△は減少）

長期前受金戻入額

長期前払消費税の増減額（△は増加）

有形固定資産除却損

未収金の増減額（△は増加）

未払金の増減額（△は減少）

たな卸資産の増減額（△は増加）

業務活動によるキャッシュ・フロー

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

国庫補助金等による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

他会計からの出資による収入

財務活動によるキャッシュ・フロー

資金増加額

資金期首残高

資金期末残高

（補正予定額）（既決予定額）

（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

２）令和６年度鴨川市病院事業会計補正予算（第１号）予定キャッシュ・フロー計算書　

438,190

38,549

△ 12,793

72,647

365,543

△ 76,642

△ 61,137

25,300

0

146,577

△ 61,137

783

△ 27,556

6,109

0

△ 12,444

（計）

0

147,528

8,976

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

365,543

438,190

0

0

0

38,549

△ 12,793

72,647

25,300

△ 76,642

0

0

0

0

△ 61,137

△ 61,137

0

146,577

783

△ 27,556

6,109

△ 12,444

0

147,528

8,976

0

23,181 0 23,181



　

【令和５年度鴨川市病院事業決算報告書及び事業報告書の概要】

1　業務
　　(1)　業務量　　　　　 　※「令和５年度鴨川市病院事業決算報告書及び事業報告書」１９ページを参照 　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　人)
　　 (イ)利用状況　 区　　　分 令和５年度 令和４年度 比　　較 備　　　　考
　 年間入院患者数 18,863 21,404 △　　2,541 令和３年度　17,062人

　　　　　　　　　　内　 科 18,249 19,627 △　　1,378 眼科を含む
　　　　　　　　　　整形外科 614 1,777 △　　1,163 リハビリテーション科を含む
年間外来患者数 39,221 39,841 △　　　620 令和３年度 35,080人
　　　　　　　　　　内    科 16,578 16,671 △　　  　93 標記以外の診療科を含む
　　　　　　　　　　小児科 267 484 △　　　217
　　　　　　　　　　整形外科 4,255 4,958 △　　　703 リハビリテーション科を含む
　　　　　　　　　　歯　 科 12,823 13,020 △　　　197
　　　　　　　　　　眼　 科 5,298 4,708 590

　　(２)　事業収入に関する事項 　　※「令和５年度鴨川市病院事業決算報告書及び事業報告書」２０ページを参照 　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　円)
区　分 令和５年度 令和４年度

科　目 金　　額 金　　額
病院事業収益 1,324,616,673 1,452,997,520 △128,380,847 令和３年度　1,275,728,452円
　　①医業収益 1,168,714,788 1,257,397,367 △　88,682,579 　
　　　　　入院収益 632,144,194 670,273,951 △　38,129,757
　　　　　外来収益 345,250,268 361,235,320 △　15,985,052
　　　　　その他医業収益 53,997,248 86,491,957 　△　32,494,709 室料差額15,491,500円、健診・予防接種19,330,595円

　　　　　地域包括ケア部門収益 101,029,078 103,102,139 △　　2,073,061
　　　　　他会計負担金 36,294,000 36,294,000 0 救急告示病院分
　　②医業外収益 155,901,885 195,600,153 　△　39,698,268 一般会計補助金104,019,000円（病院運営100,200,000円

建設改良費3,819,000円）含む　

　　③特別利益 0 0 0
　

　　(３)　事業費に関する事項　　　　　　※「令和５年度鴨川市病院事業決算報告書及び事業報告書」２０ページを参照 　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　円)
区　分 令和５年度 令和４年度

科　目 金　　額 金　　額
病院事業費用 1,332,319,576 1,349,199,508 　△　16,879,932 令和３年度 1,367,077,518円
　　④医業費用 1,267,825,398 1,285,774,418 △　17,949,020 　
　　　　　  給　与　費 751,173,679 743,149,359 8,024,320
　　　　　　材　料　費 90,262,010 82,455,729 7,806,281 薬品費29,585,518円、診療材料費56,458,305円他

　　　　　　経　　　 費 195,697,155 198,604,702 △　2,907,547 光熱水費23,988,268円、委託料108,290,541円他

　　　　　　減価償却費 164,520,558 190,828,980 △　26,308,422
　　　　　　資産減耗費 852,016 589,255 262,761
　　　　　　研究研修費 65,319,980 70,146,393 △　4,826,413 大学病院等からの非常勤医師分含む

　　⑤医業外費用 64,494,178 63,425,090 1,069,088
　　⑥特別損失 0 0 0

２　病院事業の損益計算書概要
　※「令和５年度鴨川市病院事業決算報告書及び事業報告書」３ページを参照

　　　　　 　　　①医業収益　　　１，１６８，７１４，７８８円 　　　①医業収益　　　１，２５７，３９７，３６７円

ー）  ④医業費用　　　１，２６７，８２５，３９８円 ー）  ④医業費用　　　１，２８５，７７４，４１８円

　 　　　　　　　計　　　　  　 △９９，１１０，６１０円（医業損失）-Ａ 　　　　　　　計　　　　  　 △２８，３７７，０５１円（医業損失）-Ａ

　　　②医業外収益　　　１５５，９０１，８８５円 　　　②医業外収益　　　１９５，６００，１５３円
ー）　⑤医業外費用　　　　６４，４９４，１７８円 ー）　⑤医業外費用　　　　６３，４２５，０９０円
　　　　　　　計  　　　　　　９１，４０７，７０７円　-Ｂ 　　　　　　　計  　　　　　　１３２，１７５，０６３円　-Ｂ

〇経常損益 〇経常損益
　　　　 　  　　         　△　９９，１１０，６１０円　-Ａ 　　　　 　  　　         　　△２８，３７７，０５１円　-Ａ
　　　　            　　  　　 　９１，４０７，７０７円　-Ｂ 　　　　            　　  　　 １３２，１７５，０６３円　-Ｂ
                 計　  　　 △　７，７０２，９０３円（経常損失）―(1)                  計　  　　 　１０３，７９８，０１２円（経常利益）―(1)

　　　③特別利益　　　　　　　　　　　　 　　０円 　　　③特別利益　　　　　　　　　　　　 　　０円
ー）　⑥特別損失　　　　　　　　　　　　　 　０円 ー）　⑥特別損失　　　　　　　　　　　　　 　０円
　　　　　　　計　　　　　　　 　　　　　　　　　０円                 ―(2) 　　　　　　　計　　　　　　　 　　　　　　　　　０円                 ―(2)

〇当年度未処分利益剰余金 〇当年度未処分利益剰余金
　　　当年度純損失　　　　　△　　７，７０２，９０３円　　　　(1)＋(2) 　　　当年度純利益　　　　１０３，７９８，０１２円　　　　　(1)＋(2)
＋）　前年度繰越利益剰余金　３９，４７７，７７８円 ＋）　前年度繰越欠損金　　６１，３２０，２３４円
　　　　　　　計　　　　　 　　　　　３１，７７４，８７５円（当年度未処分利益剰余金） 　　　　　　　計　　　　　 　　　４２，４７７，７７８円（当年度未処分利益剰余金）

　 　

※上記①医業収益、④医業費用、②医業外収益、⑤医業外費用、③特別利益、 ※上記①医業収益、④医業費用、②医業外収益、⑤医業外費用、③特別利益、

　　⑥特別損失に表記している丸付き数字①～⑥は、１業務の（２）、（３）中の令和 　　④特別損失に表記している丸付き数字①～⑥は、１業務の（２）、（３）中の令和

　　　５年度決算の金額 　　　４年度決算の金額

比　　較 備　　　　考

比　　較 備　　　　考

令和５年度鴨川市病院事業会計決算の概要

【令和５年度】

　令和５年度は、介護療養病床の地域包括ケア病床への転換を図ることにより医療機能の充実及び地域包括ケアシステムの構築に努めるとともに、病院の円
滑な運営と経営改革推進に取り組みました。

【令和４年度】

資料２－１



３　資本的収入及び支出の状況

　　（１）収　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※「令和５年度鴨川市病院事業決算報告書及び事業報告書」２ページを参照
区　　分 決算額

円
第１款  資本的収入

40,015,000
　　　第１項　企業債

3,400,000
　　　第２項　出資金

35,669,000 病院の建設改良に要する経費（元金分）35,669,000円

　　　第３項　補助金

946,000

　　（2）支　出
区　　分 決算額

円
第１款  資本的支出

114,191,516
　　　第１項　建設改良費

43,301,414 有形固定資産購入費　43,301,414円

施設設備　22,579,840円

　　　第２項　企業債償還金 医療機器　48,310,262円

70,890,102
※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額7,417万6,516円は、過年度分損益勘定留保資金7,358万694円
　 及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額59万5,822円で補てんした。

４　キャッシュ・フロー計算書 ※「令和５年度鴨川市病院事業決算報告書及び事業報告書」７ページを参照

　　　　(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)
１　業務活動によるキャッシュ・フロー　　　　　　　　　　　62,543,373352,473,023 円　-(A) ※事業収支に係る現金の流れ
　　　　　　　
２　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 38,418,922 円　-(B) ※設備投資、国庫補助金等の現金の流れ

　　　　　　　
３　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 31,821,102 円　-(C) ※資金調達(企業債、他会計出資金等)の

　　現金の流れ

資金増加額　(A)+(B)+(C) 282,232,999 円　-(D)

資金期首残高 314,393,928 円　-(E)

資金期末残高　(D)+(E) 596,626,927 円

　備　　　　　　　　考

　備　　　　　　　　考

国民健康保険特別会計補助金946,000円
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令和５年度鴨川市病院事業会計

資金不足比率及び決算資料について

（地方公共団体の財政の健全化に関する法律による財政指標）
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① 資金不足比率について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条による公表等の指標です。

・資金不足比率　⇒（資金が不足している状態には該当しません。）

・資金不足額　　⇒（資産が多いので資金不足額は該当ありません。）

資金不足額は発生しておらず、経営状態は健全段階です。

② 資金不足比率の算出方法

資金不足比率 ＝ ÷

資金不足額 ＝ Ａ 流動負債等 － Ｂ 流動資産等（－Ｃ 解消可能資金不足額）

単位　千円

Ａ 流動負債等（a-b-c）

ａ 流動負債

ｂ 控除対象企業債等

ｃ 控除引当金等

Ｂ 流動資産等（a+b）

ａ 流動資産

ｂ 貸倒引当金

Ｃ 解消可能資金不足額

Ｄ 事業の規模

Ａ－Ｂ（－Ｃ）

上記数値がマイナスということで、資金不足額は該当なし。

従って、資金不足比率は該当なしとなります。

資金不足額 事業の規模

1,168,715

※　資金不足額とは、一般会計等の実質赤字に相当するものとして公営企業会計ごとに算定し
　た額（この数値がマイナスの場合は資金が不足していないということ）。

※　流動資産とは、現金預金など期限が１年未満である短期の債権。
　　流動負債とは、未払金など１年以内に償還しなければならない短期の債務。
　　事業の規模とは、診療報酬など主たる医業活動から生じる収益等に相当する額。

※　控除対象企業債等とは、流動負債に計上されている企業債・他会計からの長期借入金のう
　ち、建設改良費等に充てるための額。
　　控除対象引当金等とは、流動負債に計上されている引当金の額。
　　貸倒引当金とは、未収金に係る貸倒引当金の額。

※　資金不足比率が２０％以上（早期健全化基準）になった場合、経営健全化計画を策定し、
　議会の議決が必要で、外部監査も義務付けられることになります。

798,829

△ 716,633

82,532

799,165

336

0

197,990

76,641

38,817

１ 資金不足比率の公表（病院事業）



① 成立の経緯

　平成18年６月に北海道夕張市が財政再建特措法に基づく再建に向けて取り組むことを表明し

て以来、従来の法制度における課題が明らかになったため、平成19年６月に「地方公共団体の

財政の健全化に関する法律」が成立し、新しい財政指標の公表は平成19年度決算分から、また

財政健全化計画の策定等は平成20年度決算分から義務付けられることになりました。

※ 「従来の法制度における課題」について

・ 分かりやすい財政情報の開示等が不十分であった

・ 再建団体の基準しかなく、早期是正機能がなかった

・ 普通会計を中心にした収支の指標のみで、負債等の財政状況に課題があったとしても対

象とならなかった

・ 公営企業にも早期是正機能がなかった

　財政健全化法では、財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、その比率に応じて地方

公共団体が財政の早期健全化・財政の再生・公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定

する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずること

とされています。

２ 財政健全化法について



市町村の場合 早期健全化基準 財政再生基準

● 資金不足比率（公営企業） ２０ ％ ―

・ 実質赤字比率 11.25～15％ ２０ ％

（標準財政規模に応じて）

・ 連結実質赤字比率 16.25～20％ ３０ ％

（標準財政規模に応じて）

・ 実質公債費比率 ２５ ％ ３５ ％

・ 将来負担比率 ３５０ ％ ―

＜参考＞ 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の抜粋

（資金不足比率の公表等）

第22条 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出

　を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委

　員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比

　率を公表しなければならない。

令和５年度鴨川市病院事業会計の資金不足比率について

１ 資金不足比率

― （％）

（該当なし）

（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項による）

２ 資金不足比率の算定について

ア 資金の不足額 イ 事業の規模

［該当なし］ ［ ］

ア 資金の不足額

流動負債等 流動資産等

［ ］ ［ ］

※ 上記の算定数値が正の場合のみ資金の不足額が算定され、負の場合は「該当なし」となる。

イ 事業の規模

千円

・ 令和５年度鴨川市病院事業会計においては、流動資産が流動負債を上回っているので、

資金不足額は発生しないため、資金不足比率は該当なしです。

20.00 （％）

＝ 千円
799,165

÷

△ 716,633

1,168,715

1,168,715

82,532

医業収益

×100

比率名 令和５年度

資金不足比率

経営健全化基準

該当なし （％）

－

３ 新しい財政指標（健全化判断比率）について



令和５年度地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率

＜資金不足比率算定表＞

(1)

流動負債 a

控除企業債等 b

控除未払金等 c

控除額 d

控除引当金等 e

PFI建設事業費等 f

土地前受金 g

(2)

(3)

流動資産 h

控除財源 i

控除額 j

貸倒引当金 k

土地評価差額 l

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) 資金不足額・剰余金※１

(9)

剰余金額 ※１

(10) 医業収益の額

うち指定管理者利用料金

(11) 資本＋負債

(12) 事業の規模

・ 資金不足比率 ((9)/(12),%)

算定時期都道府県名 令和６年３月３１日現在

鴨川市市町村名

千葉県

令第３条第１項の額

令第４条の額(1)+(2)-(3)

解消可能資金不足額

企業ごとの資金不足額・

項 目

地方公営企業法適用区分

宅地造成事業区分

特別会計・事業区分

流動負債等(a-b-c-d-e-f -g))

算入地方債

流動資産等(h-i-j +k(-l))

地方債残高

長期借入金

 宅地造成事業のみ記入（該当なし）

　　　　〃

　　　　〃

 資金不足の場合は負数となる。

336

0

716,633

数 値 等

 法適用企業

 宅地造成事業以外

 病院事業

82,532

197,990

76,641

0

0

38,817

0

0

799,165

798,829

0

0

 宅地造成事業のみ記入（該当なし）

 宅地造成事業のみ記入（該当なし）

 医業収益の額

 該当なし

△ 716,633

－  該当なし

1,168,715

0

1,168,715

－ 

備 考
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